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( 令和 7年 12 月～令和 8年 5月分 )< 口座振替日 >

口座残高の
ご確認を

お願いします

☆ご請求案内は封書にてお届けします。 内容をご確認のうえ、 変更等

　（ご加入者の氏名、 住所、 その他異動） がある場合は事務局までご連絡ください。

・ 全青色共済 ( 傷害特約付 ) 11 月 25 日 ( 火 )

11 月 27 日 ( 木 )・全青色傷害

11 月 27 日 ( 木 )・疾病入院補償

共 済 だ よ り

( 令和 7年 12月スタート分 )

まだ間に合います !!
申込〆切１１月14 日（金）まで !!

お申込・お問い合せは事務局

３８１－３１０１

月額換算 1,000 円共　　済
傷害特約 1口月額換算 1,250 円

　（加入限度口数：３口まで）

従　業　員専　従　者

会員の同居の親族

会　　員

全青色共済（傷害特約付）全青色共済（傷害特約付）

＜基本コース・ゆとりコース＞

１４才６ヵ月超～７０才６ヵ月以下まで
新規加入できます

※60 才 6ヵ月超の新規加入者は 75 才 6ヵ月超で
　共済は脱退し傷害特約のみの加入になります。

会費・掛金（保険料）/月額換算

2,250円～

傷害特約は、仕事中から日常生活まで
ケガを 24 時間補償！

入院・通院は 1日目から補償！
※年令に応じて加入口数に制限があります。

病気 ・ ケガ ・ 　　　 をまとめて保障（補償）！

病気・ケガによる
死亡保障（補償）

入院は病気も
ケガも対象

終身加入ＯＫ
（基本コースのみ・
　自家共済部分）

医師の事前診査不要
簡単な告知で
加入可能

天災による
ケガも補償

（死亡・後遺障害の一部のみ）

火災見舞金
（自宅と申込書記載
の事業所を対象）

日常生活に
おける賠償

火  　災
日常賠償

完全予約制
381-3135

車両等の資産の購入があったけど
減価償却は…？？？

取引先がインボイスの登録を
　　　　していないときは…?!

青
色
申
告
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で
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し
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う
！

お急ぎ

   ください

決算申告期 (1 ～ 3 月 ) のご相談は
「1 会員様、1 予約」となります。

決算申告期 (1～ 3月 ) は、一人一人の相談時間に限りがあります。

決算申告に向けて不安がある方は、時間内に相談が終わるよう

事前に決算準備個別相談会をご利用ください。

※4～ 12 月までの相談に回数制限はありません。

④　13 ： 00 ～

⑤　14 ： 00 ～

⑥　15 ： 00 ～

⑦　16 ： 00 ～

①　  9 ： 00 ～

②　10 ： 00 ～

③　11 ： 00 ～

【予約】
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１１月

記帳や入力でご不明な点は、早めに解決しておきましょう！

ブルーリターンＡ

◦ノートパソコン・USB データ

手書き記帳

◦現在記帳している帳簿

PC

申請・届出書関係綴

重 要
大切に
保管してください

一般社団法人
熊本中央青色申告会

◦筆記用具、電卓

◦令和 5・6 年分の所得税、

　　　消費税決算申告書（控）

◦申請・届出書関係綴（青色のファイル） +
※令和７年分控除証明書等 (揃っているもの)

【持ってくるもの】

決算準備個別相談会決算準備個別相談会

【場所】  青色会館　２階相談室

法律個別相談会(無料)
嘱託司法書士による個別相談会です。

遺言状の作成方法、土地・建物の登記

成年後見人等についてなど…

お気軽にどうぞ！

【予約】9 時 /10 時 /11 時 ( 午前中のみ )

11/11 ･26（火） （水）

要予約

税理士個別相談会 (無料)

11/ 4･7･10･11･14･21･27
（ 　火　 金　　月　　  火　　 金　　  金　　  木　）

（    火 　水　 木　 金　　月　　  火

　　 金　　 月　　  水　　  金　　　木   ）

11/ 4･5･6･7･10･11

　14･17･19･21･27

個別相談なのでプライバシーも

守れます。

記帳の仕方、税務に関すること、

所得税・消費税・相続税・贈与税

などお気軽にご相談ください！

※前日までに、 ご予約をお願いいたします。

★専従者給与の事や減価償却資産の事、

　　消費税の事等々…記帳や税務のご相談

★個人の事業経営から

　　会社設立を検討されている場合のご相談

★自宅や事業所の新築･再建について

★譲渡や相続･贈与などに関するご相談

★自宅や土地の売却に関するご相談

★インボイス制度関連のことについて
要予約

完全予約制です
ご予約は 　381-3135 まで

【場所】青色会館　2 階相談室

日程の変更やキャンセルは必ず前日までにご連絡下さい。

【予約】9 時 /10 時 /11 時 

　　　13 時 /14 時 /15 時 /16 時

要予約

※青色申告会では、　土地建物等の譲渡（売却等）がある場合、所得税の申告書作成はできません｡

★令和 7年度　所得税の税制改正について 12/ 6 ･ 10（土） （水）

法律相談会は、12 月までとなります。
（１月～ 3 月はありません。）

消費税 （インボイス制度） 記帳等個別相談会

詳しくは、 税理士個別無料相談会をご利用ください。 ご予約は　　　　381-3135

◎会計ソフト「ブルーリターン A」は、　消費税区分記帳対応の設定が必要です。

消費税申告において、「一般課税」で申告される場合は、

日々の記帳 (入力 )の際に税率や税区分 (課税・非課税・不課税）

ならびに、取引相手 (支払 )先がインボイス登録事業者か

どうか等の確認が必要です。

消費税の申告において、
「簡易課税制度」を選択する場合は、
事前に税務署への届出が必要です。
   ※ただし、2年間継続して適用した後でなければ､
       この適用をやめることはできません。

インボイス発行事業者の登録申請 ( 取消し ) についてのご相談は､11 月末まで！

申告相談時には、記帳内容の確認はできません。記帳や入力内容の確認のため、年内に個別相談会にお越しください。

≪簡易課税≫≪一般課税≫

 青申会の仲間紹介

あなたの事業所をＰＲしてみませんか？

お問い合わせ・お申込は　 ３８１ー３１０１まで！

営

所 東区月出 3丁目 1-36　A-2 080-4283-6621
9:30 ～ 17:00（L.O15：00）

まつ毛エクステ

“ e y e l a s h  &  b r a i d s  c a l m ”

福留 瞳 さん

不定休休

ア イ ラ ッ シ ュ 　 ア ン ド 　 ブ レ イ ズ 　 カ ー ム

ま つ 毛 エ ク ス テ

ま つ 毛 パ ー マ  /  眉 毛

完全個室サロン

お気軽に

お問い合わせください

インスタグラム


